
 

宅地開発無電柱化推進事業実施要綱 

 

令和４年３月 29 日３都市整区第 753 号 

令和５年３月 29 日４都市整区第 898 号 

令和６年３月 28 日５都市整区第 958 号 

 令和６年５月２日６都市整区第 107 号 

 令和７年３月 18日６都市整区第 1063号 

最終改正 令和８年３月 23日７都市整区第 1134号 

 

第 1章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、都市計画法（昭和 43年法律第 100号。以下「法」という。）第 29条

の許可（以下「開発許可」という。）を受けて行う宅地の開発において、無電柱化の先導

的な取組を行う者に対し、東京都知事（以下「知事」という。）が交付する補助金の対象

事業、対象者その他必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（通則） 

第２条 この補助金の交付については、東京都補助金等交付規則（昭和 37年東京都規則第

141号）及び東京都補助金等交付規則の施行について（昭和 37年 12月 11日付 37財主調

発第 20号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において用いる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。 

 一 開発事業 

 開発許可を受けて行う開発行為（法第４条第 12項に規定する開発行為。以下同じ。）

のうち、道路を整備する開発行為をする事業をいう。 

二 無電柱化 

   電線類を地下に埋設することにより、開発事業地内における電柱の設置を抑制する

ことをいう。 

三 開発事業者 

法第 29条による開発行為の許可を申請する者で、開発事業を実施する者をいう。 

四 推進事業 

開発事業者が都内で実施する開発事業のうち、本要綱の規定により認定を受けた無

電柱化を行う開発事業をいう。 

五 道路 

推進事業において新たに整備又は拡幅される道路をいう。 

六 公道 

 道路のうち、区市町村に帰属するものをいう。 

七 私道 

   道路のうち、開発事業の事業主に帰属するものをいう。 
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八 電線管理者 

電気事業法（昭和 39年法律第 170号）第２条第１項第９号に規定する一般送配電事

業者及び同項第 13 号に規定する特定送配電事業者（以下これらを「関係電気事業者」

という。）並びに電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）第 120条第１項に規定する

認定電気通信事業者（以下「関係電気通信事業者」という。）（道路上の電柱又は電線を

設置し、及び管理して同法第 120 条第１項に規定する認定電気通信事業に係る電気通

信役務を提供するものに限る。）をいう。 

九 電線類 

電線管理者が電気や通信等の供給を行うための電線、通信線等のケーブルをいう。 

 十 管路等工作物 

   無電柱化するために電線類を収容する管路や特殊部等の工作物をいう。 

十一 直埋方式 

   電線類を管路に収容せず、直接地中に埋設するものをいう。 

 十二 引込柱 

既設道路の電線類を開発区域内の地下に埋設された管路に引き込むために設置する

柱をいう。 

 

第２章 推進事業の実施 

（実施期間） 

第４条 推進事業は、事業開始年度（第 10条第 1項に基づく申請を行う年度をいう。以下

同じ。）内またはその翌年度に完了する事業とする。 

 

（推進事業の要件） 

第５条 推進事業は、次の要件の全てに該当すること。 

一 住宅を主な用途とする開発事業であること。 

二 公道又は私道を整備する事業であること。 

 三 社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22年３月 26日付国官会第 2317号。以下「交

付金要綱」という。）附属第Ⅱ編イー13－（12）に定義する無電柱化まちづくり促進事

業（同編ロー13－（13）で準用する場合を含む。）として社会資本総合整備計画に位置

付けられた事業であること。 

 

（管理方式） 

第６条 推進事業による無電柱化は、次の各号のいずれかの管理方式によること。 

 一 公道における管理方式（いずれも公道を管理する自治体の道路管理者としての同意

を得ることができるものとする。） 

① 電線管理者管理方式 電線管理者が整備し、地中化される管路（直埋方式を含む。）

等工作物を電線管理者が管理する方式 

② 自治体管理方式 開発事業者が整備し、地中化される管路等工作物を道路附属物

等として自治体が管理する方式 

③ 組合管理方式 開発事業者が整備し、地中化される管路等工作物を組合（開発行為
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により築造される道路に面する土地所有者等による管理組合）が管理する方式 

 二 私道における管理方式 

自営設備方式 開発事業者が整備し、地中化される管路等工作物を電線管理者及び

自治体以外の者（開発行為により築造される道路に面する土地所有者等による管理組

合を含む。）が管理する方式 

 

（事前相談） 

第７条 開発事業者は、自らが計画する開発事業において、推進事業を検討する場合は、次

の各号に掲げる者に、その旨について事前に相談し、又は協議するものとする。 

 一 開発許可を所管する部署の担当者 

二 電線管理者 

２ 前項第二号に規定する者に同項の事前の協議を行う場合は、宅地開発無電柱化推進事

業事前協議書（第１号様式）により行うものとする。 

 

（配線計画の依頼） 

第８条 開発事業者は、電線管理者管理方式により推進事業を行う場合、同事業の実施に係

る道路配置や宅地割などの開発計画を具体化したときに、電線管理者に対し、無電柱化の

配線計画を依頼するものとする。 

２ 開発事業者は、電線管理者管理方式以外の設計及び施工を行う場合は、電線管理者と協

議の上、設計内容等の確認を受けるものとする。 

３ 開発事業者は、電線管理者が作成した配線計画に基づき、電線管理者との間で無電柱化

の実施に係る契約等を締結するものとする。この場合において、開発事業者は、開発許可

を受けたことを証する書面の写しを電線管理者に提出しなければならない。 

４ 前項に規定する契約等を締結した後の電線管理者に対して行う手続については、各電

線管理者と協議の上、その協議の決定内容に基づき実施するものとする。 

５ 開発事業者は、電線管理者に配線計画の作成依頼を行う場合は、開発事業工事完了まで

に契約に含まれる入線工事が終了し、工事費の清算ができるように設計依頼をすること。 

 

（推進事業の仮申請） 

第９条 開発事業者は、推進事業を行う場合は、第７条による事前相談結果を証する書面の

写しを添付し、宅地開発無電柱化推進事業仮申請書（第２号様式）に無電柱化基本計画書

（第３号様式）を添えて知事に申請するものとする。なお、開発事業者は、委任状の提出

により、委任した第三者に当該申請及び次条以降の手続を委任できるものとする。 

２ 前項の基本計画書には、第６条に規定する推進事業の管理方式、開発事業の施行予定地、

開発事業予定面積、事業予定期間、概算事業費等の事項を記載しなければならない。 

３ 第１項による申請は、事業開始年度の前年度にも申請することができる。 

４ 開発事業者が次条に規定する申請を行わない場合は、第１項による申請は、撤回された

ものとみなす。 

 

（推進事業の申請） 
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第 10条 開発事業者は、開発許可を受けた後、宅地開発無電柱化推進事業申請書（第４号

様式）に、開発許可を受けたことを証する書面の写し、第８条第３項の規定による電線管

理者との契約書等の写し（電線管理者管理方式の場合に限る。）、第８条第２項の規定によ

る電線管理者管理方式以外の設計内容について電線管理者の確認を受けたことを証する

書面の写し及び無電柱化実施計画書（第５号様式）を添えて、知事に申請するものとする。 

  なお、無電柱化実施計画書は、東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例

（令和８年東京都条例第 31号）第４条第１項又は第２項の規定により提出する無電柱化

実施計画届出書に代えることができる。 

２ 前項に規定する無電柱化実施計画書には、次の各号に掲げる内容の書類を添付しなけ

ればならない。 

 一 推進事業の工程表 

 二 無電柱化に係る計画図（当該計画図には、案内図、平面図、標準横断図、構造図、管

路詳細図その他知事が必要と認める図面を含むものとする。） 

 三 工事費等概算書 

３ 開発事業者は、次条により認定を受けた推進事業の内容に変更があったときは、第１項

に準じて、宅地開発無電柱化推進事業変更申請書（第６号様式）により知事に申請しなけ

ればならない。 

 

（推進事業の認定） 

第 11条 知事は、第 10条第１項の規定により提出された申請書について、審査の結果、適

正なものと認めた場合は、その認定を行い、宅地開発無電柱化推進事業認定書（第７号様

式）により開発事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項により認定した推進事業に対し、第３章に規定する補助を行うことができ

る。 

３ 知事は、前条第３項により変更の申請があったときは、審査を行い適正なものと認めた

場合は、宅地開発無電柱化推進事業変更認定書（第８号様式）により開発事業者に通知す

るものとする。 

 

（一括設計審査（全体設計）の申請及び承認） 

第 12 条 会計年度が２か年にまたがる推進事業について、開発事業者は、第 10 条第１項

の規定による申請後に、同項による申請とは別に、宅地開発無電柱化推進事業一括設計審

査（全体設計）申請書（第９号様式）による申請をし、知事の承認を受けなければならな

い。 

２ 知事は、申請書及び関係書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、一括設計審

査（全体設計）申請書の内容を承認するときは、宅地開発無電柱化推進事業一括設計審査

（全体設計）承認書（第 10号様式）により申請者に通知する。 

 

第３章 推進事業への補助 

第 13条 知事は、開発事業者に対して本要綱で定める推進事業の実施に要する費用に対し

本要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助することができる。 
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（補助対象事業） 

第 14 条 補助の対象事業は、第 11 条第 1 項による認定を受け、第４条の期間内に推進事

業を完了する事業とする。 

 

（補助対象者） 

第 15 条 本要綱による補助金の交付対象者（以下「補助対象者」という。）は、前条の

対象事業を実施する開発事業者とする。 

 

（補助対象となる費用） 

第 16 条 補助対象となる費用（以下「総事業費」という。）は、交付金要綱附属第Ⅱ編

イ－13－（12）２．交付対象事業に要する費用（消費税及び地方消費税を含む）とし、

別表１に掲げるものとする。ただし、電線管理者が負担する整備費（地上機器や電線

等）及び無電柱化に係るその他収入を控除するものとする。 

２ 総事業費の限度額は、１件の補助対象事業につき開発事業地の面積に応じて下記の

表のとおりとする。 

開発事業地の面積 総事業費の限度額 

開発事業地の面積が 3,000㎡未満 30,000,000円 

開発事業地の面積が 3,000㎡以上 60,000,000円 

 

（補助金額） 

第 17条 補助金額は、総事業費に開発事業地の面積に応じて下記の率を乗じた額とする。 

開発事業地の面積 率 

開発事業地の面積が 3,000㎡未満 ５分の４ 

開発事業地の面積が 3,000㎡以上 ３分の２ 

２ 補助金額に 1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第 18 条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、第 11 条第１項による認

定後に、宅地開発無電柱化推進事業補助金交付申請書（第 11号様式）に、第８条第３項

後段に規定する開発許可を受けたことを証する書面の写し（変更があった場合のみ）、補

助対象者と電線管理者管理方式以外の工事を施工する者（以下「工事施工者」という。）

と締結した契約書の写し及び連系管・連系設備の整備に対する電線管理者との契約書等

の写し（電線管理者管理方式以外の場合に限る。）、それらの金額の積算内訳（無電柱化に

係る調査設計費及び工事費の内訳が詳細かつ具体的に分かるものであること。）が分かる

資料、負担金等概算払調書（第 12号様式）並びに負担金等を概算払いしたことが分かる

資料を添付して、知事に申請するものとする。 

２ 第 12条による一括設計審査（全体設計）の承認を受けたときは、交付の申請は年度ご

とに行うこととする。 
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３ 補助対象者は、次条により補助金の交付の決定通知を受けた後に、繰越し等の理由によ

り交付決定額の変更があるときには、宅地開発無電柱化推進事業補助金交付決定の変更

申請書（第 13号様式）により知事に申請しなければならない。ただし、交付決定額が 100

万円未満の減額変更については、この限りではない。 

４ 第１項の規定による申請は、補助を受けようとする年度の２月末までに行わなければ

ならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第 19条 知事は、前条第１項の規定による補助金の交付申請があった場合において、交付

申請書等関係書類の審査、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきと認めた

ときは、宅地開発無電柱化推進事業補助金交付決定通知書（第 14号様式）により、補助

対象者に通知するものとする。 

２ 知事は、前条第３項による変更申請があった場合において、前項と同様の審査等を行い、

交付額を変更すべきと認めたときは、速やかに交付額の変更を決定し、宅地開発無電柱化

推進事業交付決定の変更通知書（第 15号様式）により補助対象者に通知するものとする。 

 

（進捗状況の報告） 

第 20条 知事は、補助対象者に対し、おおむね四半期ごとに補助対象事業の進捗状況の報

告を求めることができる。 

２ 補助対象者は、前項の報告を求められた場合は、知事が定める期限までに進捗状況報

告書（第 16号様式）により報告するものとする。 

 

（完了報告） 

第 21条 補助対象者は、電線管理者との精算及び工事施工者への支払（電線管理者管理方

式以外の場合に限る。）が終了し、補助対象事業が完了したときは、宅地開発無電柱化推

進事業完了報告書（第 17号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の完了報告書には、法第 36条第２項による検査済証のほか、実施報告書、補助対

象事業に係る写真や完成図書、支払が確認できる帳票など、関係書類を添付しなければ

ならない。ただし、添付書類のうち実施報告書、写真及び完成図書については、次に掲げ

る各号のとおりとするものとする。 

一 実施報告書（第 18号様式） 

二 写真 内容として、次に掲げるものを含めること。 

イ 施工前後のもので、かつ、当該施工箇所とともに周辺の建物等の位置が確認できる

もの 

ロ 施工中のもので、標準横断図、構造図及び管路詳細図に記載されている内容（管路

の敷設位置、使用材料等）の具体的な施工状況が確認できるもの 

三 完成図書 竣工後の平面図、標準横断図、構造図、管路詳細図その他知事が必要と認

める図面 

３ 第 12条の一括設計審査（全体設計）の承認を受けた推進事業において、初年度に出来

高がある場合は、、宅地開発無電柱化推進事業完了報告書（第 17 号様式）に関係書類を
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添付し、知事に提出するものとする。 

４ 知事は、本推進事業の目的の範囲内で、必要な書類の提出を補助対象者に対し求める

ことができる。 

 

（補助金の交付額の確定） 

第 22条 知事は、前条の規定による宅地開発無電柱化推進事業完了報告書（第 17号様式）

（以下「完了報告書」という。）の提出を受けたときは、完了報告書の内容の審査、必要

に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定内容及

びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金

額確定通知書（第 19号様式））により、その旨を補助対象者に通知するものとする。 

２ 補助対象者は、前項の規定による審査に当たり、補助対象事業費に係る契約書、領収書

等の整理並びに設計費及び工事費の積算根拠の整理を行うこととする。 

 

（補助金の支払） 

第 23条 知事は、前条の規定により確定した金額について、補助対象者からの請求書（第

20号様式）による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。 

 

（申請の撤回） 

第 24条 補助対象者は、この補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があ

る場合は、第 19条による交付決定通知の受領後７日以内に、宅地開発無電柱化推進事業

補助金交付申請の撤回申出書（第 21号様式）により、補助金の申請を撤回することがで

きる。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

第 25条 知事は、補助対象者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

 一 第４条で定めた期間に補助対象事業が完了しないとき。 

 二 偽りその他の不正手段により、この補助金の交付を受けたとき、又は受けようとし

たとき。 

 三 この補助金を他の用途に使用したとき。 

 四 本事業に係る都の指示に従わなかったとき。 

 五 事業を中止し、又は廃止したとき。 

 六 補助対象者（法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは

構成員を含む。）が暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。

以下「暴排条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員等

（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係

者をいう。）に該当するに至ったとき。 

 七 以上のほか、この補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は関係法令

に違反したとき。 

２ 知事は、前項による補助金の交付決定の取消しを行ったときは、補助金交付決定取消通
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知書（第 22号様式）により、補助対象者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 26条 知事は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関して既に補助金を交付しているときは、補助対象者に対し、期限を定

めてその返還を命じるものとする。 

 

（取得財産の処分） 

第 27条 補助対象者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産について

は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年３月 31日大蔵省令第 15号）に

定められた耐用年数の期間に、知事の承認なく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し（以下「処分」という。）てはならない。

ただし、補助対象者が本事業により無電柱化を行った開発事業地を、無電柱化された宅地

として販売、譲渡又は貸し付け等を行う場合を除く。 

２ 補助対象者は、前項の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書（第 23号様

式）により、知事に申請し、承認を得るものとする。 

３ 知事は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち第１項の処分 

時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を原則として返還させる。 

４ 補助対象者は、第１項に規定する措置に関して、当該宅地の購入又は譲受けをしようと

する者に対し、前３項に規定している内容を、当該宅地に係る購入又は譲受けの契約が成

立するまでの間に、書面を交付し、説明しなければならない。 

 

第 28 条 知事が第 25 条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合

において、前条の規定により補助金の返還を命じたときは、補助対象者は、当該命令に係

る補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額（一部を納付した

場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額）につき、年 10.95パーセ

ントの割合で計算した違約加算金（100 円未満の場合を除く。）を納付しなければならな

い。 

２ 知事が補助金の返還を命じた場合において、補助対象者が定められた納期日までに納

付をしなかったとき、補助対象者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その

未納付額につき、年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金（100 円未満の場合を除

く。）を納付しなければならない。 

３ 前２項による年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても 365 日の割合と

する。 

 

（補助金の経理） 

第 29条 補助対象者は、補助対象事業に係る経理についての事実を明らかにした証拠書類

を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する会計年度の終了後５年間保

存しなければならない。 
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（著作権の処理） 

第 30条 この要綱の定めに基づき申請者が提出する書類において、図面や写真等の著作物

の利用や記載等をする場合、著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 21条に定める複製権、

同法第 22条の２に定める上映権、同法第 23条第１項に定める公衆送信権、同法第 23条

第２項に定める公の伝達権等の権利について、申請者は著作物の著作権者から同法第 63

条に定める都が利用することに関しての許諾を事前に得なければならない。 

 

（その他） 

第 31条 この要綱に定めるほか、この補助金の交付に必要な事項は知事が定めるものとす

る。 

 

 

 

 

 

附 則（令和４年３月 29日付け３都市整区第 753号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和５年３月 29日付け４都市整区第 898号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和６年３月 28日付け５都市整区第 958号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和６年５月２日付け６都市整区第 107号） 

この要綱は、令和６年４月１日から遡及して適用する。 

 

附 則（令和７年３月 18日付け６都市整区第 1063号） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和８年３月 23日付け７都市整区第 1134号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  



 

10 

 

（別表１） 

費 目 
補助の範囲等 

対  象 留意点 

調査設計費 

無電柱化に要する調査設計費 

・配線計画 

・詳細設計（実施設計） 

 

工事費 

①無電柱化に要する工事費 

 〇管路材・特殊部の材料費、設置費 

 〇管路及び特殊部を設置するために必要となる土工 

事（掘削、埋戻し、残土処分費） 

 【対象外】 

  ・舗装厚の掘削、他の埋設管の掘削や埋戻し 

②宅地への引込に要する工事費 

 〇引込管・引込設備の材料費及び設置費 

 〇引込管及び引込設備を設置するために必要となる 

土工事（掘削、埋戻し、残土処分費） 

③補助事業区域の無電柱化施設と連系に要する工事  

 費 

 〇引込柱の材料費、設置費 

〇連系管・連系設備の材料費及び設置費 

 〇連系管及び連系設備を設置するために必要となる

土工事（掘削、埋戻し、残土処分費） 

 〇連系管及び連系設備を設置するために必要となる

既存道路に係る舗装工（舗装壊し、廃材処分費、舗

装復旧費） 

 【対象外】 

 ・無電柱化しない場合も必要となる舗装工 

・電線管理者が実施する工事においては、電線管理者

への費用負担額以外の経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


